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【届出の対象とした募集内国投資信託
受益証券に係るファンドの名称】

 アジア・エクイティ・インカム・ファンド
（毎月分配型）

 
【届出の対象とした募集内国投資信託
受益証券の金額】

 継続募集額　上限5,000億円

 
【縦覧に供する場所】  該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
有価証券報告書を提出しましたので、平成24年11月9日付をもって提出しました有価証券届出書（平
成25年1月11日付で有価証券届出書の訂正届出書を提出済み。以下「原届出書」といいます。）の関
係情報を新たな情報に訂正するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正す
るため、本訂正届出書を提出します。
　

２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部　　　は訂正部分を示し、＜更新・追加＞に記載し
ている内容は原届出書が更新・追加されます。

 
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１　ファンドの性格
（１）ファンドの目的及び基本的性格

②　ファンドの基本的性格
（略）

＜訂正前＞
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記
載しております。

（略）

上記は、社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。なお、社団法人投

資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。

＜訂正後＞
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」欄は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を
記載しております。

（略）

上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。なお、一般社

団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
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③　ファンドの特色
＜更新・追加＞
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（３）ファンドの仕組み
①　ファンドの仕組み

＜ファンド・オブ・ファンズの仕組み＞
＜更新・追加＞

 
＜訂正前＞

②　委託会社の概況（平成24年9月末現在）
１）～２）（略）
３）大株主の状況

名　　称 住　　所 所有株数 所有比率

日本アジアホールディングズ
株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目３番２号
郵船ビル７階

4,600株 100％

＜訂正後＞
②　委託会社の概況（平成25年2月末現在）
１）～２）（略）
３）大株主の状況

名　　称 住　　所 所有株数 所有比率

日本アジアホールディングズ
株式会社

東京都千代田区六番町２番地 4,600株 100％
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２　投資方針
（２）投資対象

◆投資対象とする投資信託証券の概要
＜更新・追加＞
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（３）運用体制
＜更新・追加＞

当ファンドの運用体制は以下のとおりです。
・運用組織、内部管理およびファンドに係る意思決定を監督する組織

 

委員会名または部署名 役割

投資委員会
（原則月１回開催）

当社または再委託先が行う運用および投資一任契約に基づ
く運用戦略について、運用計画の見直しの要否、運用の継続
の可否および運用上必要な措置等を決定するとともに、資産
運用リスク管理上必要な事項等の決定を行います。

運用状況検討会
（原則月１回開催）

当社または再委託先が行う運用が信託約款に準拠して行わ
れるとともに、投資判断の妥当性が確保され、合理的な運用
成果が得られているか等を検証し、運用計画の見直しの要
否、運用の継続の可否および運用上必要な措置について投
資委員会に報告または勧告を行います。

EDINET提出書類

ユナイテッド投信投資顧問株式会社(E11776)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 9/64



運用部門
（6名程度）

投資委員会で検討された投資戦略に基づき、ファンド毎に
具体的な運用計画を策定し、運用計画書に基づいて、運用の
指図を行います。

分析・レポーティング部門
（3名程度）

全てのファンドについて、運用実績の評価・分析・情報開
示（レポーティング）を行います。

内部統制部門
（3名程度）

運用業務にかかわる関係法令及び社内諸規則等の遵守状況
の検証ならびに検証に基づく指導を各部門に行います。

トレーディング室
（2名程度）

有価証券、デリバティブ取引に係る権利等の発注に関し、法
令諸規則等に基づいて最良執行に努めています。また、売買
の結果について最良執行の観点からの検証・分析ならびに
業者選定を行います。

 
・社内規程
委託会社では、社内規程でファンドの運用に当たって遵守すべき事項等を定めているほか、
ポートフォリオの設定・管理と発注に関する規則、利益相反管理規程等の規則・規程を定
め、法令遵守の徹底ならびにインサイダー取引および利益相反取引の防止に努めています。
また、資産運用リスク管理規程において、運用に関するリスク管理方針を定め、運用部門から
独立した部署が、運用の指図および運用状況について、運用の基本方針や法令諸規則等に照
らして適切かどうかのモニタリング・検証を行っています。
なお、当社が第三者へ運用の指図権限を委託する場合には、「投資運用業に係る業務の第三
者への委託等に関する規則」に従い、事前チェックおよび定期モニタリング等を実施してい
ます。

・ファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等
ファンドの受託会社（信託銀行（再信託受託会社を含みます。））については、受託会社が
特定の信託銀行に偏ることを避け、信託銀行間の競争を通じた適切な受託サービス水準の確
保と適切な受託者報酬水準の維持に努めております。
また、受託会社に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っております。
発注先業者については、受益者および顧客の利益を最優先としたトレーディング業務を遂行
するため、定められた事項（信用リスク、取引執行能力、事務取扱能力、手数料率および情報
提供力）に基づき評価した上で選定・採用しています。
また、原則として6ケ月毎に、上記事項に基づき発注先業者を評価しています。

 
※上記の運用体制は、平成25年2月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

 
３　投資リスク
（２）リスク管理体制

＜更新・追加＞
・資産運用リスク管理について：
市場リスク、信用リスク、取引先リスク、流動性リスク等を対象とします。
担当部門である運用部門が日々リスクの管理を行い、統括部門である分析・レポーティング部
門に報告します。統括部門は、リスク分析・評価およびリスクへの対応状況を検証し、原則とし
て月に一度開催される投資委員会にて内容を報告します。同委員会は、この報告に基づき必要な
協議・決議を行います。また、想定外のリスクが顕在化した場合には、その都度速やかに対応し
ます。

・その他のリスク管理について：
事務リスク、システムリスク、コンプライアンスリスクを対象とします。
各部門のリスク管理担当者がリスクの管理を行い、各リスク毎のリスク管理責任者である部門
の責任者へ定期的に内容を報告します。リスク管理責任者は、原則として月に一度開催される内
部統制委員会にて報告します。同委員会は、この報告に基づき必要な協議・決議を行います。ま
た、想定外のリスクが顕在化した場合には、その都度速やかに対応します。
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※上記体制は平成25年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４　手数料等及び税金
　（５）課税上の取扱い
＜更新・追加＞

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①　個人受益者の場合
１）収益分配金に対する課税
・収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、10.147％（所得
税7.147％および地方税３％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要で
す。）が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の
適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。

・なお、上記の10.147％の税率は、平成26年１月１日以降は20.315％（所得税15.315％および
地方税５％）の税率となる予定です。

２）解約金および償還金に対する課税

・解約時および償還時の差益（譲渡益）
＊
については譲渡所得として、10.147％（所得税

7.147％および地方税３％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要とな
ります。なお、源泉徴収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、
10.147％（所得税7.147％および地方税３％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申
告は不要です。）が行なわれます。
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含
みます。）を控除した利益

・なお、上記の10.147％の税率は、平成26年１月１日以降は20.315％（所得税15.315％および
地方税５％）の税率となる予定です。

 
※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡
益および上場株式等の配当等（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益通算が
可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）および普通分配金（申告分離課税を
選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。

 
②　法人受益者の場合
１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
・収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過
額については配当所得として、7.147％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれま
す。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。

・なお、上記の7.147％の税率は、平成26年１月１日以降は15.315％（所得税のみ）の税率と
なる予定です。

２）益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。

 
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

 
③　個別元本
１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含ま

れません。）が個別元本になります。
２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重

平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合な
どにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。

④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分

配金)」（元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
２）受益者が収益分配金を受け取る際

イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上
回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合
には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)と
なり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となりま
す。

ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その
後の受益者の個別元本となります。
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※上記は平成25年5月10日現在のものであり、税法が改正された場合などには、税率などの課税上
の取扱いが変更になる場合があります。

※税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

EDINET提出書類

ユナイテッド投信投資顧問株式会社(E11776)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

13/64



５【運用状況】
＜更新・追加＞
以下の運用状況は2013年2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
（１）投資状況

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）

投資信託受益証券 日本 211,132,849 3.74

 ケイマン島 5,230,512,06092.67

 小計 5,441,644,90996.41

コール・ローン等、その他資産（負債控除後） － 202,511,261 3.59

合計（純資産総額） 5,644,156,170100.00

 

（２）投資資産
①　投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国・

地域
種類 銘柄名

数量又は

額面総額

簿価

単価

（円）

簿価

金額

（円）

評価

単価

（円）

評価

金額

(円)

投資

比率

(％)

ケイマ

ン島

投資信

託受益

証券

クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト

（ケイマン）Ⅱ－アジア・エクイティ・インカ

ムプラス・ストラテジー・ファンド（適格機関

投資家限定）

8,110,000658.29005,338,757,250644.94605,230,512,06092.67

日本

投資信

託受益

証券

ユナイテッド日本債券ベビーファンド（適格機

関投資家向け）
193,380,5181.0837209,566,4671.0918211,132,8493.74

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類 投資比率(％)

投資信託受益証券 96.41

合　　計 96.41

 

②　投資不動産物件

該当事項はありません。

 

③　その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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（３）運用実績
①　純資産の推移

期別
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)

分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き

第1特定期間末 2011年 2月14日 5,348 5,417 0.9319 0.9439

第2特定期間末 2011年 8月11日 3,397 3,453 0.7250 0.7370

第3特定期間末 2012年 2月13日 2,790 2,840 0.6797 0.6917

第4特定期間末 2012年 8月13日 3,059 3,118 0.6198 0.6318

第5特定期間末 2013年 2月12日 5,179 5,269 0.6901 0.7021

2012年 2月末日 3,009 － 0.7105 －

3月末日 2,939 － 0.7092 －

4月末日 3,018 － 0.6864 －

5月末日 2,798 － 0.6341 －

6月末日 2,846 － 0.6279 －

7月末日 2,932 － 0.6203 －

8月末日 3,066 － 0.6150 －

9月末日 3,413 － 0.6266 －

10月末日 3,629 － 0.6177 －

11月末日 3,914 － 0.6366 －

12月末日 4,178 － 0.6623 －

2013年 1月末日 4,842 － 0.6971 －

2月末日 5,644 － 0.6770 －

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

 
②　分配の推移

特定期間 期間 1口当たりの分配金（円）

第1特定期間 2010年10月 1日～2011年 2月14日 0.0480

第2特定期間 2011年 2月15日～2011年 8月11日 0.0720

第3特定期間 2011年 8月12日～2012年 2月13日 0.0720

第4特定期間 2012年 2月14日～2012年 8月13日 0.0720

第5特定期間 2012年 8月14日～2013年 2月12日 0.0720

 
③　収益率の推移

特定期間 期間 収益率（％）

第1特定期間 2010年10月 1日～2011年 2月14日 △2.01

第2特定期間 2011年 2月15日～2011年 8月11日 △14.48

第3特定期間 2011年 8月12日～2012年 2月13日 3.68

第4特定期間 2012年 2月14日～2012年 8月13日 1.78

第5特定期間 2012年 8月14日～2013年 2月12日 22.96

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間

の直前の特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末

基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
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（４）設定及び解約の実績
特定期間 期間 設定口数（口） 解約口数（口）

第1特定期間 2010年10月 1日～2011年 2月14日 5,777,161,754 38,110,004

第2特定期間 2011年 2月15日～2011年 8月11日 961,667,727 2,015,185,910

第3特定期間 2011年 8月12日～2012年 2月13日 903,097,724 1,482,772,690

第4特定期間 2012年 2月14日～2012年 8月13日 1,902,479,195 1,072,298,867

第5特定期間 2012年 8月14日～2013年 2月12日 4,239,228,689 1,669,301,525

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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（参考情報）

 
第２【管理及び運営】
３　資産管理等の概要
（１）資産の評価
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②　有価証券などの評価基準
＜訂正前＞

・信託財産に属する資産については、法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価
します。

（略）
＜訂正後＞

・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価
評価します。

（略）
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第３【ファンドの経理状況】
＜更新・追加＞
(１)　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵

省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(２)　当ファンドの計算期間は、6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。

(３)  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（平成24年8月14日か
ら平成25年2月12日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けておりま
す。

１　財務諸表

アジア・エクイティ・インカム・ファンド（毎月分配型）

 
（１）貸借対照表

 

区分

前期

（平成24年 8月13日現在）

当期

（平成25年 2月12日現在）

金額（円） 金額（円）

資産の部   

流動資産   

コール・ローン 250,323,653 461,692,068

投資信託受益証券 2,880,387,248 4,821,676,797

未収配当金 63,700,000 91,130,000

未収利息 651 1,201

流動資産合計 3,194,411,552 5,374,500,066

資産合計 3,194,411,552 5,374,500,066

負債の部   

流動負債   

未払金 58,553,010 67,414,300

未払収益分配金 59,232,467 90,071,593

未払解約金 13,637,253 31,623,606

未払受託者報酬 83,476 130,476

未払委託者報酬 3,060,790 4,784,155

その他未払費用 629,898 781,708

流動負債合計 135,196,894 194,805,838

負債合計 135,196,894 194,805,838

純資産の部   

元本等   

元本 4,936,038,929 7,505,966,093

剰余金   

期末剰余金又は期末欠損金（△） △1,876,824,271 △2,326,271,865

(分配準備積立金) 49,188,271 42,862,216

元本等合計 3,059,214,658 5,179,694,228

純資産合計 3,059,214,658 5,179,694,228

負債純資産合計 3,194,411,552 5,374,500,066
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（２）損益及び剰余金計算書
 

区分

前期

自 平成24年 2月14日

至 平成24年 8月13日

当期

自 平成24年 8月14日

至 平成25年 2月12日

金額（円） 金額（円）

営業収益   

受取配当金 356,210,000 468,300,000

受取利息 77,577 113,661

有価証券売買等損益 △286,835,571 434,888,754

営業収益合計 69,452,006 903,302,415

営業費用   

受託者報酬 461,166 604,623

委託者報酬 19,154,964 22,169,539

その他費用 3,741,370 3,948,407

営業費用合計 23,357,500 26,722,569

営業利益 46,094,506 876,579,846

経常利益 46,094,506 876,579,846

当期純利益 46,094,506 876,579,846

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 2,394,024 16,880,688

期首剰余金又は期首欠損金（△） △1,315,104,177 △1,876,824,271

剰余金増加額又は欠損金減少額 355,190,393 627,262,427

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 355,190,393 627,262,427

剰余金減少額又は欠損金増加額 634,773,446 1,487,843,671

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 634,773,446 1,487,843,671

分配金 325,837,523 448,565,508

期末剰余金又は期末欠損金（△） △1,876,824,271 △2,326,271,865
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（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

項目

当期

自 平成24年 8月14日

至 平成25年 2月12日

1.有価証券の評価基準および評価

方法

投資信託受益証券

　基準価額で評価しております。

2.その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

特定期間末日の取扱い

　平成24年8月11日及び、その翌日が休日のため、前特定期間末日を平成24年8月13日と

しており、平成25年2月11日が休日のため、当特定期間末日を平成24年2月12日としてお

ります。このため、当特定期間は183日となっております。

 
（貸借対照表に関する注記）

項目
前期

（平成24年 8月13日現在）

当期

（平成25年 2月12日現在）

1. 投資信託財産に係る期首元本額、

期中追加設定元本額および期中一

部解約元本額

  

 期首元本額 4,105,858,601円 4,936,038,929円

 期中追加設定元本額 1,902,479,195円 4,239,228,689円

 期中一部解約元本額 1,072,298,867円 1,669,301,525円

2. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を

下 回 っ て お り 、 そ の 差 額 は

1,876,824,271円であります。

貸借対照表上の純資産額が元本総額を

下 回 っ て お り 、 そ の 差 額 は

2,326,271,865円であります。

3. 特定期間末日における受益権の総

数
4,936,038,929口 7,505,966,093口
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項目

前期

自 平成24年 2月14日

至 平成24年 8月13日

当期

自 平成24年 8月14日

至 平成25年 2月12日

分配金の計算過程   

 （平成24年2月14日から

　平成24年3月12日まで

の計算期間）

（平成24年8月14日から

　平成24年9月11日まで

の計算期間）

費用控除後の配当等収益額 56,160,344円 59,060,912円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有

価証券売買等損益額
0円 0円

収益調整金額 31,087,092円 62,783,846円

分配準備積立金額 45,739,942円 47,684,061円

当ファンドの分配対象収益額 132,987,378円 169,528,819円

当ファンドの期末残存口数 4,268,969,500口 5,235,080,226口

1万口当たり収益分配対象額 311.51円 323.82円

1万口当たり分配金額 120.00円 120.00円

収益分配金金額 51,227,634円 62,820,962円

 （平成24年3月13日から

　平成24年4月11日まで

の計算期間）

（平成24年9月12日から

　 平成24年10月11日まで

の計算期間）

費用控除後の配当等収益額 51,081,191円 67,272,503円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有

価証券売買等損益額
0円 0円

収益調整金額 34,902,534円 74,718,039円

分配準備積立金額 47,703,037円 43,179,361円

当ファンドの分配対象収益額 133,686,762円 185,169,903円

当ファンドの期末残存口数 4,265,107,656口 5,775,577,693口

1万口当たり収益分配対象額 313.44円 320.60円

1万口当たり分配金額 120.00円 120.00円

収益分配金金額 51,181,291円 69,306,932円

 （平成24年4月12日から

　平成24年5月11日まで

の計算期間）

（平成24年10月12日から

　平成24年11月12日まで

の計算期間）

費用控除後の配当等収益額 55,835,971円 77,986,285円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有

価証券売買等損益額
0円 0円

収益調整金額 40,382,582円 84,202,911円

分配準備積立金額 46,850,443円 39,086,140円

当ファンドの分配対象収益額 143,068,996円 201,275,336円

当ファンドの期末残存口数 4,497,398,089口 6,113,305,585口

1万口当たり収益分配対象額 318.11円 329.22円

1万口当たり分配金額 120.00円 120.00円

収益分配金金額 53,968,777円 73,359,667円

 （平成24年5月12日から

　平成24年6月11日まで

の計算期間）

（平成24年11月13日から

　平成24年12月11日まで

の計算期間）

費用控除後の配当等収益額 55,932,077円 77,661,344円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有

価証券売買等損益額
0円 0円

収益調整金額 43,216,776円 89,225,375円

分配準備積立金額 47,425,633円 41,631,823円

当ファンドの分配対象収益額 146,574,486円 208,518,542円

当ファンドの期末残存口数 4,548,193,621口 6,227,162,809口

1万口当たり収益分配対象額 322.25円 334.84円

1万口当たり分配金額 120.00円 120.00円

収益分配金金額 54,578,323円 74,725,953円
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 （平成24年6月12日から

　平成24年7月11日まで

の計算期間）

（平成24年12月12日から

 平成25年1月11日まで

の計算期間）

費用控除後の配当等収益額 57,954,904円 81,004,863円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有

価証券売買等損益額
0円 0円

収益調整金額 47,429,992円 97,882,666円

分配準備積立金額 46,812,493円 42,841,532円

当ファンドの分配対象収益額 152,197,389円 221,729,061円

当ファンドの期末残存口数 4,637,419,270口 6,523,366,782口

1万口当たり収益分配対象額 328.18円 339.88円

1万口当たり分配金額 120.00円 120.00円

収益分配金金額 55,649,031円 78,280,401円

 （平成24年7月12日から

　平成24年8月13日まで

の計算期間）

（平成25年1月12日から

　平成25年2月12日まで

の計算期間）

費用控除後の配当等収益額 59,944,538円 88,771,923円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有

価証券売買等損益額
0円 0円

収益調整金額 54,538,231円 121,337,237円

分配準備積立金額 48,476,200円 44,161,886円

当ファンドの分配対象収益額 162,958,969円 254,271,046円

当ファンドの期末残存口数 4,936,038,929口 7,505,966,093口

1万口当たり収益分配対象額 330.12円 338.75円

1万口当たり分配金額 120.00円 120.00円

収益分配金金額 59,232,467円 90,071,593円
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（金融商品に関する注記）

項目

前期

自 平成24年 2月14日

至 平成24年 8月13日

当期

自 平成24年 8月14日

至 平成25年 2月12日

１．金融商品の状況に関する事項 ・金融商品に対する取組方針

　当ファンドは、投資信託及び投資法人に

関する法律第２条第４項に定める証券投

資信託であり、信託約款に規定する運用

の基本方針に従い、有価証券等の金融商

品に対して投資として運用することを目

的としております。

・金融商品に対する取組方針

　同左

         ・金融商品の内容およびその金融商品に

係るリスク

　当ファンドが保有する金融商品の種類

は、有価証券、コール・ローン等の金銭債

権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細

は「（有価証券関係に関する注記）」に

記載しております。これらは、価格変動リ

スク、為替変動リスク、金利変動リスクな

どの市場リスク、信用リスク、及び流動性

リスクに晒されております。

・金融商品の内容およびその金融商品に

係るリスク

　同左

 ・金融商品に係るリスク管理体制

　委託会社においてはリスク管理に関す

る委員会を設け、信託約款等の遵守状況

や、市場リスク、信用リスク及び流動性リ

スク等のモニタリングを行い、その結果

に基づき運用部門その他関連部署への管

理を行っております。

・金融商品に係るリスク管理体制

　同左

 ・金融商品の時価等に関する事項につい

ての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく

価額のほか、市場価格がない場合には合

理的に算定された価額が含まれておりま

す。当該価額の算定においては一定の前

提条件等を採用しているため、異なる前

提条件等によった場合、当該価額が異な

ることもあります。

・金融商品の時価等に関する事項につい

ての補足説明

　同左

２．金融商品の時価等に関する事項 ・貸借対照表計上額、時価及びその差額

　貸借対照表上の金融商品は、原則として

すべて時価評価されているため、貸借対

照表計上額と時価との差額はありませ

ん。

・貸借対照表計上額、時価及びその差額

　同左

         ・時価の算定方法

投資信託受益証券

　「（重要な会計方針に係る事項に関す

る注記）」に記載しております。

・時価の算定方法

　同左

 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債

務

　これらの科目は短期間で決済されるた

め、帳簿価額は時価と近似していること

から、当該帳簿価額を時価としておりま

す。
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（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券

種類

前期

自 平成24年 2月14日

至 平成24年 8月13日

当期

自 平成24年 8月14日

至 平成25年 2月12日

損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）

投資信託受益証券 △25,888,878 130,352,281

合計 △25,888,878 130,352,281

 

（デリバティブ取引等関係に関する注記）
該当事項はありません。

 

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

 

（１口当たり情報）

項目
前期

（平成24年 8月13日現在）

当期

（平成25年 2月12日現在）

1口当たり純資産の額 0.6198円 0.6901円

(１万口当たり) （6,198円） （6,901円）

 

（４）附属明細表
第1　有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。

 
②株式以外の有価証券

種　類 通貨 銘　柄 券面総額 評価額 備考

投資 

信託

受益 

証券

日 

本 

円

クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅱ－アジア・

エクイティ・インカムプラス・ストラテジー・ファンド（適格機関投資

家限定）

7014,612,110,330 

 ユナイテッド日本債券ベビーファンド（適格機関投資家向け） 193,380,518209,566,467 

合計   193,381,2194,821,676,797 

（注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

 

第２　信用取引契約残高明細表　
該当事項はありません。

 

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2013年2月28日現在です。
 

【純資産額計算書】

Ⅰ　資産総額 5,892,926,580円

Ⅱ　負債総額 248,770,410円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,644,156,170円

Ⅳ　発行済口数 8,336,402,668口

Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.6770円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
＜更新・追加＞
１　委託会社等の概況
（１）資本金の額等

平成25年2月末現在の委託会社の資本金の額： 1,155,000,000円

委託会社が発行する株式総数： 6,400株

発行済株式総数： 4,600株

最近５年間における資本金の額の増減： 平成21年11月30日に125,000,000円の増資

（２）委託会社等の機構
①　平成25年2月末現在、委託会社の機構は次の通りとなっております。

・取締役会
当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行について監督します。３名以上７名以内の
取締役で構成され、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株
主総会の終結の時までを任期とします。取締役会はその決議をもって、取締役社長を定め
ます。

・監査役会
３名以上４名以内の監査役で構成され、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の最終の時までを任期とします。監査役会は、その決議をもっ
て常勤の監査役を選定します。

・各種委員会
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。取締役会の下部機構
として内部統制委員会および懲罰委員会が、代表取締役社長の下部機構として投資委員会
および商品委員会が、それぞれ設置されています。

②　組織図

（平成25年2月末現在）
③　投資運用の意思決定機構
１．投資委員会において、運用部門が策定した運用方針・運用計画に関する協議・決定を行
います。また、運用状況検討会から提言があった場合には、運用方針・運用計画の見直し
方策に関する協議・決定を行います。
投資委員会は、代表取締役社長、運用部門責任者、各ファンドマネージャーおよび投資判
断者、分析・レポーティング部門の責任者、企画部門の責任者、内部統制部門責任者、で構
成し、原則として月次で開催されます。

２．運用部門のファンドマネージャーは、投資委員会において決定された運用方針・運用計
画に基づいて、資産配分・銘柄選択を決定し売買に関する指図をします。 トレーディン
グ室は、これに基づき、売買の執行および取引内容の確認を行います。

３．運用状況検討会において、分析・レポーティング部門による運用実績評価・パフォーマ
ンス分析に基づき、運用状況の検証を行います。また、必要に応じ、運用方針・運用計画の
見直しを投資委員会に提言します。
運用状況検討会は、分析・レポーティング部門、運用部門、企画部門、営業部門、業務部門、
内部統制部門の各責任者で構成し、原則として月次で開催されます。

（平成25年2月末現在）
 
２　事業の内容及び営業の概況
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・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資信託の運
用および投資一任契約に基づく運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に
定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

 
・平成25年2月末現在、委託会社が、運用する投資信託（総ファンド数47本、純資産総額45,571百万
円。ただし、親投資信託は除きます。）は以下の通りです。

ファンドの種類 本数 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 42 40,229

単位型株式投資信託 5 5,342

合計 47 45,571
純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の
個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
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３【委託会社等の経理状況】

1.　財務諸表の作成方法について

委託会社であるユナイテッド投信投資顧問株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規

則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成

しております。

 

2.　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（平成23年4月1日から平成24年3月31日ま

で）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

 

3.　財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。

具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、変更等について的確に対応することができる体制を整備するた

め、新日本有限責任監査法人が主催する研修会等に積極的に参加しており、また、会計基準等の情報交換も密に

行っております。
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財務諸表

（１）【貸借対照表】

    （単位：千円）

  前事業年度  当事業年度

  （平成23年3月31日）  （平成24年3月31日）

資産の部     

流動資産     

現金及び預金  199,379 133,219

関係会社短期貸付金  50,000 －

前払費用  12,527 10,251

未収入金  137  9

未収委託者報酬  114,316  90,344

未収収益  92,795  88,990

立替金  24,595  68,601

流動資産合計  493,752 391,417

固定資産     

有形固定資産     

建物附属設備（純額） *1 7,263 6,195

器具備品（純額） *1 2,142 1,843

リース資産（純額） *1 503 －

有形固定資産合計  9,908 8,039

無形固定資産     

ソフトウェア  2,715 54,495

電話加入権  1,294 1,294

無形固定資産合計  4,010 55,789

投資その他の資産     

破産更生債権等  2,459 2,459

長期差入保証金  21,789 21,613

長期前払費用  929 542

貸倒引当金  △2,459 △2,459

投資その他の資産合計  22,719 22,156

固定資産合計  36,638 85,985

資産合計  530,390 477,403

負債の部     

流動負債     

預り金  12,033 31,664

未払金  13,933  13,886

未払手数料  38,185  23,630

リース債務  558 －

未払費用  3,147 4,379

未払委託調査費  77,799 47,490

未払法人税等  2,686 3,165

未払消費税等  4,412 2,490

前受収益  815 815

賞与引当金  6,637 5,318

流動負債合計  160,210 132,841

　固定負債     

長期前受収益  1,961 1,146

固定負債合計  1,961 1,146

負債合計  162,172 133,987

純資産の部     

株主資本     

資本金  1,155,000 1,155,000

資本剰余金     
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資本準備金  125,000 125,000

資本剰余金合計  125,000 125,000

利益剰余金     

その他利益剰余金     

繰越利益剰余金  △911,781 △936,584

利益剰余金合計  △911,781 △936,584

株主資本合計  368,218 343,415

純資産合計  368,218 343,415

負債・純資産合計  530,390 477,403
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（２）【損益計算書】

    （単位：千円）

  前事業年度  当事業年度

  （自 平成22年4月 1日  （自 平成23年4月 1日
    至 平成23年3月31日）    至 平成24年3月31日）

営業収益     

委託者報酬  625,535 798,049
投資助言報酬  5,467  53,565
運用受託報酬  231,906  215,905
投資兼業報酬  7,193  3,190

営業収益合計  870,101 1,070,711

営業費用     

支払手数料  222,650 170,286
広告宣伝費  1,574 3,474
調査費  54,408 47,010

　委託調査費  196,579 367,476
　図書費  533 197
　委託計算費  1,918 1,862
通信費  4,334 4,521
印刷費  7,815 3,781

諸会費  2,405 2,270

営業費用合計  492,221 600,882

一般管理費     

給料・手当  277,417 252,569
役員報酬  24,600 38,700
賞与引当金繰入額  6,637 ―
租税公課  3,764 4,220
不動産賃借料  34,070 34,130
退職給付費用  9,024 7,691
固定資産減価償却費  3,417 4,147
消耗器具備品費  4,367 4,236
機器賃借料  53,683 53,107
法律専門家報酬  4,854 2,061
新人採用費  13,144 4,121

諸経費  101,733 88,941

一般管理費合計  536,714 493,928

営業損失  158,833 24,100

営業外収益     
受取利息 *1 1,107 247
為替差益  ―  234

その他営業外収益  30  ―

営業外収益合計  1,138 482

営業外費用     
支払利息  37 11
株式交付費  ―  115
その他営業外費用 *2 184 107

営業外費用合計  221 234

経常損失  157,916 23,852

特別利益     

賞与引当金戻入額  2,240 ―

特別利益合計  2,240 ―

特別損失     

固定資産廃棄損 *3 90 ―
特別退職加算金  362 ―

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額
  

794
 

 

―

特別損失合計  1,247 ―

税引前当期純損失  156,923 23,852

法人税、住民税及び事業税  950 950

当期純損失  157,873 24,802
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（３）【株主資本等変動計算書】

（単位：千円）

 前事業年度 当事業年度

 （自 平成22年4月 1日 （自 平成23年4月 1日

   至 平成23年3月31日）   至 平成24年3月31日）

株主資本   
資本金   
当期首残高 1,155,000 1,155,000
当期変動額   
新株の発行 － －

　　当期変動額合計 － －

当期末残高 1,155,000 1,155,000
　資本剰余金   

資本準備金   
　　　当期首残高 125,000 125,000
　　　当期変動額   

　新株の発行 － －
　当期変動額合計 － －

　　　当期末残高 125,000 125,000
資本剰余金合計   

　　　当期首残高 125,000 125,000
　　　当期変動額   
　　　　新株の発行 － －
　　　　当期変動額合計 － －
　　当期末残高 125,000 125,000
利益剰余金   
　その他利益剰余金   
　　繰越利益剰余金   
　　　当期首残高 △753,907 △911,781
　　　当期変動額   
　　　　当期純損失 △157,873 △24,802
　　　　当期変動額合計 △157,873 △24,802
　　　当期末残高 △911,781 △936,584
　利益剰余金合計   
　　当期首残高 △753,907 △911,781
　　当期変動額   
　　　当期純損失 △157,873 △24,802
　　　当期変動額合計 △157,873 △24,802
　　当期末残高 △911,781 △936,584
株主資本合計   
当期首残高 526,092 368,218
当期変動額   
新株の発行 － －
当期純損失 △157,873 △24,802
当期変動額合計 △157,873 △24,802
当期末残高 368,218 343,415

評価・換算差額等   
　その他有価証券評価差額金   
当期首残高 △1 －
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1 －
当期変動額合計 1 －
当期末残高 － －

　評価換算差額等合計   
当期首残高 △1 －
当期変動額   
　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1 －
　当期変動額合計 1 －
当期末残高 － －

純資産合計   
当期首残高 526,090 368,218
当期変動額   
新株の発行 － －
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当期純損失 △157,873 △24,802
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1 －
当期変動額合計 △157,872 △24,802
当期末残高 368,218 343,415
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重要な会計方針

 

1.有価証券の評価基準及び評価方法

前事業年度（自　平成22年4月1日　　至　平成23年3月31日）

（1）その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法により評価しております。(評価差額は全部純資産直入により処理し、売

却原価は移動平均法により算定しております。）なお、当事業年度末において残高はございません。

 

当事業年度（自　平成23年4月1日　　至　平成24年3月31日）

該当事項ありません。

 

2.固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産（リース資産を除く）

主に定率法を採用しております。

 

（2）無形固定資産

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しておりま

す。

 

（3）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しております。なお、当事業年度末において残高はございません。

 

3.繰延資産の処理方法

（1）株式交付費

支払時に全額費用処理しております。

 

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

 

5. 引当金の計上基準

（1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

 

（2）賞与引当金

従業員賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

 

6.その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

 

追加情報

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月4日）を適用しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度

（平成23年3月3１日）

当事業年度

（平成24年3月31日）

＊1　有形固定資産の減価償却累計額は次の通りであり

ます。

＊1　有形固定資産の減価償却累計額は次の通りであり

ます。

建物附属設備 14,160千円 建物附属設備 15,427千円

器具備品 4,238千円 器具備品 4,644千円

リース資産 1,645千円   

    

 

（損益計算書関係）

前事業年度 当事業年度

（自　平成22年4月１日 （自　平成23年4月１日

　　至　平成23年3月31日） 　　至　平成24年3月31日）

＊1　各科目に含まれている関係会社に対する ＊1　各科目に含まれている関係会社に対する

ものは次の通りであります。  ものは次の通りであります。  

受取利息 1,102千円 受取利息 247千円

    

＊2　その他営業外費用  ＊2　その他営業外費用  

　 業務処理過誤により発生した費用 105千円 　 ①解約金 56千円

立替印刷費誤算回収不能額 79千円 ②業務処理過誤により発生した費用 50千円

＊3　固定資産廃棄損の内訳は次の通りであります。

－器具備品 90千円
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成22年4月1日　　至　平成23年3月31日）

発行済株式の種類及び総数に関する事 （単位：株）

 当事業年度期首

株式数

当事業年度

増加株式数

当事業年度

減少株式数

当事業年度末

株式数

発行済株式     

　　普通株式 4,600 ― ― 4,600

　　合　　計 4,600 ― ― 4,600

 

 

当事業年度（自　平成23年4月1日　　至　平成24年3月31日）

発行済株式の種類及び総数に関する事 （単位：株）

 当事業年度期首

株式数

当事業年度

増加株式数

当事業年度

減少株式数

当事業年度末

株式数

発行済株式     

　　普通株式 4,600 ― ― 4,600

　　合　　計 4,600 ― ― 4,600

 

（リース取引関係）

1. ファイナンス・リース取引

　　所有権移転外ファイナンス・リース取引

（1） リース資産の内容

　　　　当事業年度中にリース契約が終了したことにより、該当ありません。

（2） リース資産の減価償却の方法

　　　　重要な会計方針「2. 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
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（金融商品関係）

1. 金融商品の状況に関する事項

（1） 金融商品に対する取組方針

　　　　当社は、現状、資金運用については短期的な預金等を中心に行っております。また、借入等

による資金調達は行っておりません。当社は、デリバティブ取引は行っておりません。

（2） 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　　　　営業債権である未収委託者報酬及び未収収益は、顧客の信用リスクに晒されています。当該

　　　リスクに関しては、経理規程に従い、常に取引先毎の残高を把握し、管理に万全を期す体制を

　　　とっております。

　　　　営業債務である未払委託調査費は、1年以内の支払期日です。

（3） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　　　　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定

　　　された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、

　　　異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

 

2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前事業年度（平成23年3月31日）

 

   （単位：千円）

 貸借対照表

計上額(＊）
時価（＊） 差額

（1）現金及び預金 199,379 199,379 －

（2）関係会社短期貸付金 50,000 50,000 －

（3）未収委託者報酬 114,316 114,316 －

（4）未収収益 92,795 92,795 －

（5）未払委託調査費 (77,799) (77,799) －

（＊）負債に計上されているものは、（　）で示しています。

 

当事業年度（平成24年3月31日）

   （単位：千円）

 貸借対照表

計上額(＊）
時価（＊） 差額

（1）現金及び預金 133,219 133,219 －

（2）未収委託者報酬 90,344 90,344 －

（3）未収収益 88,990 88,990 －

（4）立替金 68,601 68,601 －

（5）預り金 (31,664) (31,664) －

（6）未払委託調査費 (47,490) (47,490) －

（＊）負債に計上されているものは、（　）で示しています。

（注1） 金融商品の時価の算定方法に関する事項

（1）現金及び預金・（2）未収委託者報酬・（3）未収収益、並びに（4）立替金

　　　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。

（5）預り金、及び（6）未払委託調査費
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　　　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

 

（注2） 金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度（平成23年3月31日）

 （単位：千円）

 1年以内

　現金及び預金 199,379

関係会社短期貸付金 50,000

未収委託者報酬 114,316

未収収益 92,795

合計 456,491

 

当事業年度（平成24年3月31日）

 （単位：千円）

 1年以内

　現金及び預金 133,219

未収委託者報酬 90,344

未収収益 88,990

立替金 68,601

合計 381,155
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（有価証券関係）

1. 事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度（自　平成22年4月1日　　至　平成23年3月31日）

  （単位：千円）

区分 売却額 売却益の合計額

株式 － －

債券 － －

その他 1,001 1

合計 1,001 1

 

当事業年度（自　平成23年4月1日　　至　平成24年3月31日）

　　該当事項ありません。

 

（デリバティブ取引関係）

　　当社はデリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。

 

（退職給付関係）

1. 採用している退職給付制度の概要

　　当社は確定拠出年金制度を採用しております。

 

2. 退職給付費用に関する事項

  （単位：千円）

 前事業年度

（自　平成22年4月１日

　 至　平成23年3月31日）

前事業年度

（自　平成23年4月１日

　 至　平成24年3月31日）

（1）確定拠出年金への掛金支払額 9,024 7,691

小計 9,024 7,691

（2）臨時に支払った割増退職金等 362 －

合計 9,387 7,691

 

EDINET提出書類

ユナイテッド投信投資顧問株式会社(E11776)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

41/64



（税効果会計関係）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

  （単位：千円）

 前事業年度

（平成23年3月31日）

当事業年度

（平成24年3月31日）

繰延税金資産   

繰越欠損金 127,438 409,070

未確定債務 － 3,713

未払事業税 702 842

減価償却超過額 417 225

賞与引当金 2,701 2,021

貸倒引当金 1,001 876

資産除去債務 394 408

繰延税金資産小計 132,655 417,157

評価性引当金 (132,655) (417,157)

繰延税金資産合計 － －

繰延税金負債 － －

繰延税金資産の純額 － －

   

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

　　税引前当期純損失を計上したため、記載しておりません。

 

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　　経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律及び東日本大震災か

らの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が平成23年12月2日に公布された

ことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成24年4月1日以降解消されるものに

限る）に使用した法定実効税率は、前事業年度の40.7%から。回収又は支払が見込まれる期間が平成24年4月1日か

ら平成27年3月31日までのものは38.01%、平成27年4月1日以降のものについては35.64%にそれぞれ変更されており

ます。

　　この変更による繰延税金資産及び繰延税金負債への影響はありません。
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（資産除去債務関係）

1.資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当社は、本社オフィスの不動産賃借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を資産除去債

務として認識しております。

なお、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する差入保証金の回収が最終的に見込めない

と認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。

この見積りにあたり、使用見込期間は入居から31年間を採用しております。

当事業年度において、差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は5,470千

円であります。

また、資産除去債務の総額の期中における増減は、上記算定金額以外ありません。

 

2.資産除去債務のうち貸借対照表に計上していないもの

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

〔セグメント情報〕

当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

〔関連情報〕

前事業年度（自　平成22年4月1日　至　平成23年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

損益計算書で委託者報酬及び運用受託報酬等区分して記載しております。

 

　　2. 地域ごとの情報

（1）営業収益

　　　①委託者報酬

　　　　　委託者報酬については、制度上顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。

　　　②投資助言報酬、運用受託報酬及び投資兼業報酬

   （単位：千円）

日本 中国 その他 合計

58,767 120,05565,744 244,566

　　　　　（注）営業収益は顧客の所在地を基礎として、国または地域に分類しております。

　　（2）有形固定資産

　　　　　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの

有形固定資産の記載を省略しております。

 

　　3. 主要な顧客ごとの情報

  （単位：千円）

顧客の名称または氏名 営業収益 関連するセグメント名

Japan Asia Securities Limited117,053 －

 

当事業年度（自　平成23年4月1日　至　平成24年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

損益計算書で委託者報酬及び運用受託報酬等区分して記載しております。

 

　　2. 地域ごとの情報

（1）営業収益

　　　①委託者報酬

　　　　　委託者報酬については、制度上顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。

　　　②投資助言報酬、運用受託報酬及び投資兼業報酬

  （単位：千円）

日本 その他 合計

132,044 140,617 272,661

　　　　　（注）営業収益は顧客の所在地を基礎として、国または地域に分類しております。
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　　（2）有形固定資産

　　　　　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの

有形固定資産の記載を省略しております。

 

　　3. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありま

せん。

 

〔報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報〕

　　該当事項はありません。

 

〔報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報〕

　　該当事項はありません。

 

〔報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報〕

　　該当事項はありません。
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（関連当事者情報）

1. 関連当事者との取引

財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

前事業年度（自　平成22年4月1日　　至　平成23年3月31日）

種類
会社等の

名称
住所

資本金又

は出資金

事業の

内容又

は職業

議決権等

の所有

（被所

有）割合

関連当事者

との関係
取引の内容

取引

金額
科目

期末

残高

親会社

日本アジ

アホール

ディング

ズ㈱

東京都

千代田区

2,641

百万円

投資

事業

被所有

直接

100％

経営管理役

員の兼任

資金の貸付

資金の回収

貸付金利息

の受取

690,000千円

640,000千円

 

1,102千円

関係会

社短期

貸付金

50,000

千円

 

当事業年度（自　平成23年4月1日　　至　平成24年3月31日）

種類
会社等の

名称
住所

資本金又

は出資金

事業の

内容又

は職業

議決権等

の所有

（被所

有）割合

関連当事者

との関係
取引の内容

取引

金額
科目

期末

残高

親会社

日本アジ

アホール

ディング

ズ㈱

東京都

千代田区

2,641

百万円

投資

事業

被所有

直接

100％

経営管理役

員の兼任

資金の貸付

貸付金利息

の受取

130,000千円

 

 

247千円

関係会

社短期

貸付金
－

（注）1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

　　　2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　　　　市場金利を勘案して合理的に決定しております。

 

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　　親会社情報

　　　　日本アジアグループ㈱（東京証券取引所に上場）

　　　　日本アジアホールディングズ㈱（非上場）
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（1株当たり情報）

 前事業年度

（自　平成22年4月１日

　 至　平成23年3月31日）

当事業年度

（自　平成23年4月１日

　 至　平成24年3月31日）

1株当たり純資産額 80,047円 74,655円

1株当たり当期純損失金額 34,320円 5,391円

（注）1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

　　　2. 1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 前事業年度

（自　平成22年4月１日

　 至　平成23年3月31日）

当事業年度

（自　平成23年4月１日

　 至　平成24年3月31日）

当期純損失 157,873千円 24,802千円

普通株式に帰属しない金額 － －

普通株式に係る当期純損失 157,873千円 24,802千円

普通株式の期中平均株式数 4,600株 4,600株

 

（重要な後発事象）

　　該当事項はありません。
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1.中間財務諸表の作成方法について

委託会社であるユナイテッド投信投資顧問株式会社（以下「当社」という。）の中間財務諸表は、「中間財

務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。）並びに同規則第38条及び第

57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しており

ます。

2.監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の2第１項の規定に基づき、中間会計期間（平成24年4月1日から平成24年9月30

日まで）の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。
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中間財務諸表

①　中間貸借対照表  （単位：千円）
  当中間会計期間

  （平成24年9月30日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金

前払費用

 

 

87,520

6,680

未収委託者報酬  79,190

未収収益  57,952

立替金  58,485

流動資産合計  289,830

固定資産   

有形固定資産   

建物附属設備（純額） *1 0

器具備品（純額） *1 0

有形固定資産合計  0

無形固定資産   

ソフトウェア  0

電話加入権  0

無形固定資産合計  0

投資その他の資産

破産更生債権等

  

2,459

長期差入保証金  17,290

長期前払費用

貸倒引当金

 349

△2,459

投資その他の資産合計  17,639

固定資産合計  17,639

資産合計  307,469

負債の部   

流動負債   

預り金  15,291

未払金  14,783

未払手数料  19,543

未払費用  3,488

未払委託調査費  36,861

未払法人税等  1,971

未払消費税等  2,026

前受収益  815

流動負債合計  94,782

　固定負債   

　長期前受収益  737

固定負債合計  737

負債合計  95,519

純資産の部   

株主資本   

資本金  1,155,000

資本剰余金   

　資本準備金  125,000

　資本剰余金合計  125,000

利益剰余金   

その他利益剰余金   

EDINET提出書類

ユナイテッド投信投資顧問株式会社(E11776)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

49/64



繰越利益剰余金  △1,068,049

利益剰余金合計  △1,068,049

株主資本合計  211,950

純資産合計  211,950

負債・純資産合計  307,469
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②  中間損益計算書   （単位:千円）
   当中間会計期間

   （自 平成24年4月 1日

     至 平成24年9月30日）

営業収益    

委託者報酬   256,686

投資助言報酬   13,387

運用受託報酬   55,814

投資兼業報酬   1,093

営業収益合計   326,982

営業費用    

支払手数料  5 79,996

広告宣伝費   785

調査費  6 17,360

委託調査費   57,142

図書費   80

委託計算費  7 950

通信費   1,931

印刷費   2,124

諸会費   1,259

営業費用合計   161,630

一般管理費    

給料・手当  8 127,886

役員報酬   11,400

租税公課   1,841

不動産賃借料   16,968

退職給付費用   3,709

固定資産減価償却費 *1  6,526

消耗器具備品費  9 1,465

機器賃借料  10 5,954

法律専門家報酬  11 708

新人採用費   2,626

諸経費   55,481

　　一般管理費合計   234,569

営業損失   69,218

営業外収益    

受取利息   1

営業外収益合計   1

営業外費用    

為替差損   234

営業外費用合計   234

経常損失   69,452

特別損失    

減損損失 *2  61,537

特別損失合計   61,537

税引前中間純損失   130,990

法人税、住民税及び事業税   475

中間純損失   131,465
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③　中間株主資本等変動計算書 （単位：千円）
 当中間会計期間

 （自 平成24年4月 1日

   至 平成24年9月30日）

株主資本  

資本金  

当期首残高 1,155,000

当中間期変動額  

　　　　当中間期変動額合計 －

当中間期末残高 1,155,000

資本剰余金  

　資本準備金  

　　　当期首残高 125,000

　　　当中間期変動額  

　　　　当中間期変動額合計 －

　　　当中間期末残高 125,000

　資本剰余金合計  

　　　当期首残高 125,000

　　　当中間期変動額  

　　　　当中間期変動額合計 －

　　　当中間期末残高 125,000

利益剰余金  

　その他利益剰余金  

　　繰越利益剰余金  

　　　当期首残高 △936,584

　　　当中間期変動額  

　　　　中間純損失 △131,465

　　　　当中間期変動額合計 △131,465

　　　当中間期末残高 △1,068,049

　利益剰余金合計  

　　　当期首残高 △936,584

　　　当中間期変動額  

　　　　中間純損失 △131,465

　　　　当中間期変動額合計 △131,465

　　　当中間期末残高 △1,068,049

株主資本合計  

当期首残高 343,415

当中間期変動額  

中間純損失 △131,465

当中間期変動額合計 △131,465

当中間期末残高 211,950

純資産合計  

当期首残高 343,415

当中間期変動額  

当中間純損失 △131,465

当中間期変動額合計 △131,465

当中間期末残高 211,950
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重要な会計方針

 当中間会計期間

項　　　目  （ 自　平成24年4月 1日

   至　平成24年9月30日）

1.固定資産の減価償却の方法

 

 

 

 

 

2.引当金の計上基準

 

 

 

 

3.その他中間財務諸表作成のための

　基本となる重要な事項

（1）有形固定資産

定率法を採用しております。

（2）無形固定資産

自社利用のソフトウェアについては、社内における

利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用してお

ります。

　貸倒引当金

　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

　ついては貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定

　の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。

消費税等の会計処理

　　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によって

　おります。

 

注記事項

（中間貸借対照表関係）

当中間会計期間

（平成24年9月30日）

＊1 有形固定資産の減価償却累計額は、次の通りであります。なお、

減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

 

  建物附属設備

器具備品

16,002千円

4,804千円
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（中間損益計算書関係）

当中間会計期間

（自　平成24年4月 1日

    至　平成24年9月30日）

＊1 固定資産の減価償却実施額は、次の通りであります。 　

  有形固定資産 735千円

  無形固定資産 5,791千円

＊2 減損損失 　

 当中間会計期間において、当社は以下の資産について減損損失を計上しました。

場所 用途 種類

本社(東京都中央区) 事業用資産 建物附属設備、器具備品、

電話加入権、ソフトウェア、

長期差入保証金

     当社は、投資運用業を行う単一の事業を行っており、全体を一つのキャッシュ・フロー

生成単位としてグルーピングしております。

　   当中間会計期間において、事業用資産の収益性が低下したこと等に伴い当該資産の帳簿

価額を回収可能額まで減損し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上（61,537千円）

しております。

　   その内訳は、建物附属設備5,620千円、器具備品1,683千円、電話加入権1,294千円、

ソフトウェア48,703千円、長期差入保証金4,234千円であります。

　   なお、回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、将来キャッシュ・フローが

見込めないことから備忘価額により評価しております。
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（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成24年4月1日　至　平成24年9月30日）

1.　発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増　加 減　少 当中間会計期間末

普通株式（株） 4,600 　　　　　　― 　　　　　　― 4,600

　2.　自己株式に関する事項

　　　　　該当事項はありません。

 

3.　新株予約権等に関する事項

　　　該当事項はありません。

 

4.　配当に関する事項

　　　該当事項はありません。
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（金融商品関係）

　当中間会計期間（自平成24年4月1日　至平成24年9月30日）

金融商品の時価等に関する事項

　　　平成24年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

次の通りであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には

含まれておりません。

   （単位：千円）

 中間貸借対照表

計上額
時価 差額

（1）現金及び預金 87,520 87,520 －

（2）未収委託者報酬 79,190 79,190 －

（3）未収収益 57,952 57,952 －

（4）立替金 58,485 58,485 －

資産計 283,150 283,150 －

（1）預り金 15,291 15,291 －

（2）未払金 14,783 14,783 －

（3）未払手数料 19,543 19,543  

（4）未払委託調査費 36,861 36,861 －

負債計 86,480 86,480 －

（注1）        金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資産　　（1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収収益、（4）立替金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿

価額によっております。

負債　　（1）預り金、（2）未払金、（3）未払手数料、（4）未払委託調査費

　　　　　　 　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿

　　　　　　価額によっております。
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（有価証券関係）

　　該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

　　該当事項はありません。

 

（資産除去債務関係）

　当中間会計期間（自平成24年4月1日　至平成24年9月30日）

1.    資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

当社は、本社オフィスの不動産賃借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に

係る債務を資産除去債務として認識しております。

　　　　なお、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する差入保証金の回収

が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する

金額を費用に計上する方法によっております。

　当中間会計期間において、当該資産除去債務の総額の増減はありません。

2.    資産除去債務のうち貸借対照表に計上していないもの

  　　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

セグメント情報

　当中間会計期間（自　平成24年4月1日　至　平成24年9月30日）

　　当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

関連情報

　当中間会計期間（自　平成24年4月1日　至　平成24年9月30日）

1.製品及びサービスごとの情報

中間損益計算書で委託者報酬及び運用受託報酬等区分して記載しております。

 

　　2.地域ごとの情報

（1）営業収益

　　　①委託者報酬

　　　　　委託者報酬については、制度上顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。

　　　②投資助言報酬、運用受託報酬及び投資兼業報酬

  　　　（単位：千円）

日本 その他 合計

43,789 26,506 70,296

　　　　　（注）売上高は顧客の所在地を基礎として、国または地域に分類しております。

　　（2）有形固定資産

　　　　　有形固定資産の重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

3.    主要な顧客ごとの情報

  　　　該当事項はありません。

 

報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

当中間会計期間（自　平成24年4月1日　至　平成24年9月30日）

　　　当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報

当中間会計期間（自　平成24年4月1日　至　平成24年9月30日）

　　該当事項はありません。

 

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

当中間会計期間（自　平成24年4月1日　至　平成24年9月30日）

　　該当事項はありません。
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（1株当たり情報）

当中間会計期間

（自　平成24年4月　1日

至　平成24年9月 30日）

 

　1株当たり純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　46,076円17銭

　1株当たり中間純損失金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28,579円37銭

 

　（注）1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、1株当たり中間純損失金額

　　　　　であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2.当中間会計期間（自 平成24年4月1日　至 平成24年9月30日）に

おける1株当たり中間純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

　　　　　中間損益計算上の中間純損失　　　　　　　　　　　　　　　 131,465千円

　　　　　普通株式に係る中間純損失　　　　　　　　　　　　　　　　 131,465千円

　　　　　普通株式に帰属しない金額の内訳　　　　　　　　　　該当事項はありません。

　　　　　普通株式の期中平均株式数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,600株
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（重要な後発事象）

当社は、平成24年10月16日に金融庁より、金融商品取引法第42条第2項(善良なる管理者の注意義務)の規定に違反

の事実が認められたとして、金融商品取引法第51条及び同法第52条第1項の規定に基づき、新たな投資一任契約の締

結禁止(平成24年10月16日から平成24年12月15日までの間)並びに業務改善命令を受けております。

これに対し同年11月15日、内部管理態勢の整備や、投資一任契約の締結前後のチェック体制の強化等を内容とする

業務改善報告書を金融庁に提出し、現在、改善報告書に沿って業務の改善策を遂行中であります。

当該行政処分により、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点で影響額の合理的な見積

りを行うことは困難であります。
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第２【その他の関係法人の概況】
１　名称、資本金の額及び事業の内容

＜更新・追加＞
（１）受託会社

名　　称
資本金の額

（平成24年9月末現在）
事業の内容

株式会社りそな銀行 279,928百万円

銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。

＜再信託受託会社の概要＞
名称　　　　：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額　：51,000百万円（平成24年9月末現在）
事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する

法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から

再信託受託者（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するた
め、原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。

（２）販売会社

名　　称
資本金の額

（平成24年9月末現在）
事業の内容

藍澤證券株式会社 8,000百万円

金融商品取引法に定める第
一種金融商品取引業を営ん
でいます。

飯塚中川証券株式会社 100百万円
おきなわ証券株式会社 628百万円
株式会社ＳＢＩ証券 47,937百万円
日本アジア証券株式会社 4,100百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
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独立監査人の監査報告書

平成２５年３月２９日
ユナイテッド投信投資顧問株式会社
取　締　役　会　　御　中

新日本有限責任監査法人

 

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士　　三 宅　孝 典　 印

  

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士　　井 尾　　稔　　印

 
 
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
れているアジア・エクイティ・インカム・ファンド（毎月分配型）の平成２４年８月１４日から平成２５年２月１２日までの
第５特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
 
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示するこ
とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当
監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務
諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施するこ
とを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的
は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適
切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用し
た会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討すること
が含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アジア・エク

イティ・インカム・ファンド（毎月分配型）の平成２５年２月１２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期
間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 
利害関係
ユナイテッド投信投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載
すべき利害関係はない。

以　　上
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　（※）1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2.財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

平成２４年６月１１日
ユナイテッド投信投資顧問株式会社
取　締　役　会　　御　中

新日本有限責任監査法人

 

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士　　三 宅　孝 典　 印

  

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士　　井 尾　　稔　　印

 
 
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理の状況」に掲
げられているユナイテッド投信投資顧問株式会社の平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの第１３期事業年度の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
 
財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示するこ
とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任       
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当
監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務
諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施するこ
とを求めている。
　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的
は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適
切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用し
た会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討すること
が含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 
監査意見
　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ユナイテッド投信
投資顧問株式会社の平成２４年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
 
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
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独立監査人の中間監査報告書

平成２４年１２月１８日
ユナイテッド投信投資顧問株式会社
取　締　役　会　　御　中

新日本有限責任監査法人

 

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士　　三 宅　孝 典　 印

  

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士　　井 尾　　稔　　印

 
 
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げ
られているユナイテッド投信投資顧問株式会社の平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの第１４期事業年度の中
間会計期間（平成２４年４月１日から平成２４年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計
算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
 
中間財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用
な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準
は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚
偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施すること
を求めている。
　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省
略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表
示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の
表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 
中間監査意見
　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、ユナ
イテッド投信投資顧問株式会社の平成２４年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成２４
年４月１日から平成２４年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
 
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
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